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市街地活性化特別委員会会議録 
 

○日  時 平成２１年１月３０日（金） 午後１時３０分 

○場  所 第一委員会室 

○協議事項 

 １．（仮称）塩尻振興公社の設立について 

   ２．塩尻駅周辺整備について（報告） 

   ３．その他 

○出席委員・議員 

委員長  中村  努  君       副委員長  金田  興一 君            

委員  牧野  直樹 君         委員  石井  新吾 君 

委員  小野  光明 君         委員  今井  英雄 君 

委員  五味  東條 君         委員  丸山  寿子 君 

委員  柴田  博  君         委員  塩原  政治 君 

委員  太田  茂実 君         委員  中原  輝明 君 

議長  中野  長勲 君 

○欠席委員 

     なし 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○説明のため出席した理事者・職員 

     経済事業部長              米窪  健一朗 君 

中心市街地活性化推進室長        藤森  茂樹  君 

     市民交流センター開設準備室長      田中  速人  君 

     商工課長                篠原  清満  君 

     中心市街地活性化推進室長補佐      中野  實佐雄 君 

中心市街地活性化推進室長補佐      高木  哲也  君 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○議会事務局職員 

      局長  酒井 正文  君     主事  大村  一  君 

――――――――――――――――――――――――――――――――― 

午後１時２９分 開会 

○委員長 それでは、みなさん御苦労様でございます。定刻より若干早いですが、みなさんおそろいですので、これ

より市街地活性化特別委員会を開催いたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 
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理事者あいさつ 

○委員長 はじめに、理事者からあいさつがあればお願いします。 

○経済事業部長 本来なら副市長が出席をしまして、ごあいさつ申し上げるところでございますけれど、理事者会が

ございまして、予算の関係でございますので、そちらに出席をさせていただいてございます。代わりまして、ごあい

さつを申し上げます。お忙しいところ、お集まりをいただきまして、本当にありがとうございます。本日の協議につ

きましては、１つといたしまして、塩尻市振興公社の設立について、２つ目といたしまして、駅周辺関連の旧中村屋

ビル関連の不動産の競売の結果について御報告を申し上げたいということと、３つ目といたしましては、新たに塩尻

駅前に警察の派出所がございますが、それを移転したいという申し入れがございまして、そのことについて御報告申

し上げるとともに、移転場所等について御協議を申し上げたいというものでございます。お忙しいところ大変恐縮で

すが、よろしく御協議をお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

（仮称）塩尻振興公社の設立について 

○委員長 それでは協議内容に沿って、始めたいと思います。（１）から（３）までございますが、それぞれ別に説

明質疑等を行いたいと思います。１番目の塩尻市振興公社の設立について、説明をお願いします。 

○中心市街地活性化推進室長 大変御苦労様でございます。それでは 1番表の紙のレジュメの趣旨のところから（１）

ということで、本市における都市環境の整備改善、都市機能の向上及び地域産業の振興に関する諸事業を行うため、

（仮称）塩尻市振興公社を設立したいので協議するものです。なお、本公社は中心市街地活性化法の規定により中心

市街地整備推進機構の指定を受け、中心市街地活性化事業の推進を図るものとするというものでございます。２つ、

（２）、（３）を飛ばしまして、大きな 1 番、（仮称）塩尻市振興公社の設立についてというところから入ります。主

な経過でございますが、平成１８年６月にまちづくり三法が改正されまして、中心市街地整備推進機構の機能が拡充

いたしました。これにつきましては、何回か説明をしてきてございますが、のちほどまた少しおさらいの意味で資料

を用意してございます。昨年の１１月１１日に塩尻市中心市街地活性化の基本計画が内閣総理大臣の認定を受けてお

ります。１２月１日に一般社団法人及び一般財団法人に関する法律が改正されまして、これに基づきまして、後ほど

説明をいたしますが、今回の塩尻市振興公社を設立したいというものでございます。 

内容はそこに書いてございます。資料１から５までございます。これから説明をいたします。今後の予定というこ

となのですが、平成２１年度当初予算に出捐金５００万円を計上し、平成２１年５月頃とございますが、その辺の設

立を目指して行きたいというそういう全体的な内容でございます。それでは早速、別紙でございますが、資料Ｎｏ．

１、２、３、４、５までございますが、それを説明したいと思います。 

資料Ｎｏ．１（仮称）塩尻市振興公社の概要ということで、この２枚の紙で主な部分を説明してございますので、

これにつきましては、ほぼ全体を読んでいきたいと思いますのでお願いをいたします。名称、この法人は一般財団法

人塩尻市振興公社、以下「公社」と言うふうにさせていただきます。一般財団法人で設立をしたいというものでござ

います。根拠法令でございますが、民法の第３３条、ここに法人の成立といいますが、そのことについて民法に書い

てございます。その次の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律、これが平成２０年１２月１日に改正されまし

て、これに基づきまして、後で定款の案をお示しいたしますが、この法律が主に今回の塩尻市振興公社の定款を作る

際に参考にさせていただいた法律でございます。あと、中心市街地活性化法が関係をしております。事務所の所在地
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ですが、塩尻市役所内に置く、と。４番の目的でございますが、市域全体の諸事業を行うということでございまして、

公社は塩尻市における都市環境の整備改善、都市機能の向上及び地域産業の振興に関する諸事業を行うことにより、

市街地及び地域産業の活性化に努め、塩尻市の発展と市民生活の向上に寄与する事を目的とする、と。基本的に市域

全体の諸事業を行うことができることを目的としております。その次に、５番といたしまして、中心市街地整備推進

機構の指定ということで、このように全般的なその都市環境、まちづくりですとか、産業振興を担う公社に対しまし

て、公社は、中心市街地活性化法の規定により、市長から中心市街地整備推進機構としての指定を受け、都市機能増

進施設、公共公用施設の整備、これらの用地の取得などを行うということでございます。公社が中心市街地活性化法

の適用を受けて行う用地の先行取得に用地等を提供した者で一定の条件を満たす者には租税特別措置法による優遇税

制が適用されるというそういう部分がございます。次に６番目といたしまして、事業ですが、公社が前条の目的を達

成するため次の事業を行う、ということで、（１）から次のページの（７）までございますが、市街地の整備改善及び

都市機能の向上に関する調査研究及び情報の提供。それから市民のまちづくり活動の育成支援及び助成。次に市街地

の整備改善を図るために必要な用地、施設等の取得、管理及び処分。（４）としまして、塩尻市中心市街地活性化基本

計画に即した事業の支援、受託及び実施。次、地域産業の振興に関する事業の受託及び実施。公共施設の管理、運営

及び事業の受託。２ページにまいります。（７）といたしまして前各号に掲げるものの他、前条の目的を達成するため

に必要と認める事業でございます。 

それでは具体的には何をやるかっていうことを７番に書いてございます。まず、（１）としまして、市街地活性化に

関する事業でございますが、市街地再開発事業、土地区画整理事業等の事務局及び計画策定等の受託並びに用地等の

先行取得。これにつきましては、以前から御指摘がございました。市民交流センターの入ります市街地再開発事業は

市のほうで全体の９割程度を取得するのですけれども、民間の市街地再開発事業等につきましては、これからは、や

はり市の職員がそれを直接担うのではなくて、担うということではおかしいのではないか、そのようなことにも応え

られる、そのような形で公社がその事務局機能的なものを担っていこうと考えております。それから②中心市街地認

定基本計画に掲げる事業の推進に関する業務の受託。それから駐車場、駐輪場等都市利便施設の整備及び運営。それ

から市街地の整備改善、都市機能の向上の為に行う事業を行うものに対しての情報提供及び、コンサルティング事業

ということでございます。これが市街地活性化全般についての具体的な事業内容でございます。 

次、産業振興に関する事業といたしましては、塩尻インキュベーションプラザの管理運営、及び入居者の支援事業。

経産省組込システム人材養成事業など国等の補助・委託事業の管理。産学官連携により行う研究開発事業及び人材育

成事業。産業振興のための講習会、講演会、ビジネスマッチング、展示会などの事業。雇用の促進のための事業の受

託及び実施ということでございます。大きな３つ目でございますが、公共施設の管理運営事業ということで、公共駐

車場、現在は市営大門駐車場、駅前の駐車場等がございますけれども、その管理の受託。その他公共施設等の管理の

受託というものでございます。 

次に８番、財産寄付行為（出捐金）及び会計ということでございますが、基本財産は塩尻市からの出捐金５００万

円によっていきたいと思っております。運用財産ですが、基本財産以外の財産で寄付金品、補助金等、資産から生じ

る収入、事業に伴う収入、その他の収入を充てていきたいと。それから財産処分の制限ですが、基本財産はあとで説

明しますが、評議員会というものを設けます。評議員会の３分の２以上の承認を得なければ処分することができない。

それから、資金の借入ということで、公社が資金の借入をしようとするときは短期借入金を除き、理事会において３
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分の２の同意を得なければならない。このあとで理事会についても説明をいたします。借入の際の保証は必要に応じ

て塩尻市の債務保証を受けるというものでございます。 

次、３ページにまいりまして９番ですけれど、評議員及び評議員会、その下に１０番役員ということでその下の（３）

に理事会というものがございまして、評議員会と理事会というものの２本立てでいきたいと思っております。評議員

会というのは、様々な法定で決定する事項もございますが、最終的な議決というものはイメージとしては理事会のほ

うに予算とか事業計画とかそういうものは委ねられているという、全体的なイメージでとらえていただければ結構で

ございます。 

それでは、上の方から（１）評議員ということで、ここにミスプリがございまして、公社に評議員７人以上９人以

内置くと書いてございます。この７と９のところを５人以上７人以内というふうに。あとの定款の方は５人以上７人

以内になっておったのですが、転記ミスでございまして、公社に評議員５人以上７人以内を置くと。今現在はそのよ

うな案で検討しております。次、評議員は理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。評議員は理事または監事を兼

ねることはできません。（２）に評議員会は理事長が必要と認めたときに招集し議長は互選により定める。評議員会は

法及び定款に定めるものを議決するほか、事業計画、収支予算のほか重要な事項について理事長の諮問に応じ審議す

るということで、その下に法定決議事項ということで書いてございます。理事、監事、会計監査人の選任、解任、報

酬の決定と、定款の変更と、事業の譲渡、解散後の継続決定など。これについては先ほどいいました法に定めてござ

いますが、それ以外のその上の２行のところ、例えば事業計画、収支予算のほか重要な事項については理事長の諮問

によって審議をいたしまして、審議をした結果をもってまた最終的に理事会のほうで議決をしていくと。審議機関で

ございます。 

次、１０番役員ということで、役員は理事長、副理事長、常務理事、理事、７名以上１０名以内ということで、今

原案では考えています。あと、監事を２名おいていきたい。選任につきまして、理事及び監事は評議員会において選

任するということになっております。理事長、副理事長及び常務理事は理事の中の互選によって定めてまいります。

理事は理事会を構成する。理事会の議決事項、理事会での議決、ここで議決というふうになっております。次のとお

りということですが、寄付行為の変更、それから毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画。毎事業年度の財産目録、

貸借対照表、損益計算書及び事業報告書。規程の制定又は改正若しくは廃止。規程により理事会の権限に属する事項。

その他公社の運営上、理事長が重要と認める事項。これにつきまして、理事会では議決をしていくと定めております。 

１１番事務局でございますが、公社の事務を処理するため、事務局を置くということで、事務局職員は当面は塩尻

市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例により、市からの派遣職員をもって充てるが、将来は必要に応じて、

次４ページでございます。公社職員を採用する、というふうにしてございます。次、嘱託職員、臨時職員等の非常勤

職員は必要に応じて公社が雇用する。また、公社が実施する事務のうち可能なものは他へ委託する事ができる。 

１２番定款の変更及び解散ということで、定款は評議員会において評議員の３分の２以上の議決によって変更する

ことができる。公社は、基本財産の滅失その他の事由による公社の目的である事業の成功の不能その他法令で定めら

れた事由によって解散する。公社の解散の場合の残余財産は、評議員会の議決により塩尻市に贈与するものとする。

ということでございます。以上概要でございます。 

それでは資料Ｎｏ．２ということで、お願いをしたいと思います。これは字が小さくて恐縮なのですが、一般財団

法人塩尻市振興公社の定款の案ということで作成をしています。この右側の方に小さな字で少し塗りつぶした形で、
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コメントＡ１定款記載事項、法１５３条というようなことが右側のところに書いてあります。この法というのは一般

社団法人及び一般財団法人に関する法律のことを指しております。１ページから８ページまで全部あるのですが、事

業の内容等についてですが、それ以外のところは少し薄く塗りつぶしてあるところがございます。そこにみな右側に

コメントが書いてございます。先ほど言いました法律に基づいて基本的に定款というものは作ってあるというふうに

御理解をいただきたいと思います。これを全部読んでいると非常に時間がかかりますので、主なところのみを読まさ

せていただきます。これをもとに先ほどの資料１を作ってございますので、主なところだけ読まさせていただきます。 

まず第４条のところで事業を書いてございます。次の事業を行うということで、ここで、先ほど言ってあることを

繰り返し書いてありますので、御確認をいただければと思います。次、第５条のところ。ここで、少し説明をいたし

ますが、この薄く塗りつぶしてあるところ、これが右側のコメントのＡ２機関の設置、法第１７０条というところに

こういうことが書いてございますので、それをそのままここに反映してあると、そのように見ていただければと思い

ます。 

それでは少し飛ばさせていただきますが、一枚めくっていただきまして、２ページ目のちょうど一番上に前の続き

で、第７条の続きなのですが、設立者の氏名及び住所並びに拠出する財産及びその価額をここへ書くようになってお

りまして、設立者は塩尻市、設立者の住所それから拠出財産及びその価額を５００万円としてございます。この５０

０万円というのは、コメントのところのＡ－４のところで、法第１５３条のほうに書いてあるのですが、財産の価額

の合計額は３００万円以上というように、法に書いてございます。３００万円以上を拠出して公社を作ってください

よと。それに基づきまして３００万円以上で、今回は５００万円という形で出捐していきたいというものでございま

す。 

次に、確認ですが、第３章の第１０条、１１条。１１条のところの２項には評議員は公社の理事、またはその子法

人の理事、監事、または使用人を兼ねることができない。これも法律に基づいて作っております。第１２条評議員の

任期は、選任後４年後以内に終了する云々と書いてございます。これは要は任期は４年だということでございます。

実はこれ、色が落ちておりまして、評議員の任期は以降、選任後４年以後、その２行も色がついておりまして、これ

も法律の右側のコメントのＡ９、法第１７４条の１項に４年任期とするということが書いてございまして、それを反

映して定款に入れ込んでいます。それから、そのページの一番下、報酬等第１３条。評議員の報酬は無報酬とする。

ただし、評議員にはその職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。費用弁償的なものは支払うこと

ができる、というふうになっております。 

次に、３ページの方へ行きたいと思います。第１６条のところに、開催ということで、定例評議員会は毎事業年度

終了後３ヶ月以内に開催し、臨時評議員会は必要に応じて開催するというような形で、やはり年、最低でも２回３回

というような形での評議員会が想定されていくということです。あと、それ以外の招集だとか議長だとか、決議とか

その辺につきましては法律に基づきましてすべて作っておりますので、その辺は割愛をさせていただきます。 

４ページをお願いをいたします。４ページの第４章、役員及び理事会の第２４条のところで、理事と監事の人数を

定めております。理事は法の右側のコメントのＡ２３ところを見ますと、理事は３人以上というふうになっておりま

す。先ほどの評議員は法のほうに触れなかったのですが、評議員も最低３人以上となっております。これは法では３

人以上となっているところです。それから、あと選任とか理事の職務権限とか、監事の職務権限、任期のところが２

８条にございます。理事の任期は選任後２年以内に終了する云々とございまして、これも法で、これもコメントでＡ
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３１の法６６条の準用で定められておりますが、２年以内、２年という形で定められております。これも法に基づい

て定めさせていただきます。 

次、５ページをお願いいたします。あと、ずっと任期のことが書いてございまして、解任、あと報酬等というのが

第３０条。報酬につきましては、理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として公社から受け取る財産上

の利益は、評議員会の議決によって定める。評議員会のほうで定めていくというふうになっております。あと、取引

の制限、責任の免除、あと、第２節の理事会のほうが構成というところに入ってまいります。 

次、６ページをお願いしたいと思います。先ほど、概要のほうで読みましたことが、ここに書いてございますが、

あと６ページの上のほうは、招集、招集の通知、それから議長、理事会の議長は理事長がこれに当たるということで

ございます。それから、決議の場合、過半数が出席し、出席した理事の過半数をもって行う。これも法に定めがござ

います。という形で決議の省略、報告の省略、議事録がございまして、７ページに進みます。 

７ページに移りまして、第５章のところで、定款の変更、合併及び解散ということで、定款の変更は先ほど申しま

したが、第４３条で、この定款は評議員会において評議員の３分２以上にあたる多数の議決によって変更することが

できる、というふうになっております。最後、合併と解散と残余財産の処分等について記述をしてございます。あと、

附則等があるという形で、全体の構成がされています。以上、少し定款については細かな説明で恐縮でしたけれど、

次の資料Ｎｏ．３のほうに移りたいと思います。 

それでは、振興公社というのは一般財団法人だということなのですが、一般財団法人というものはどのようにすれ

ば設立することができるのかということをこの流れ図で示してございます。まず流れ図の一番上の所、設立者が法人

化を検討。これは設立者は今回は市でございますが、関連条文は民法３３と３４があるのですが、今回は３３条の法

人という形でやりたいということでございます。定款などの書類作成を行いまして、これは関連の条文は一般社団法

人及び一般財団法人に関する法律を元に定款などを作りまして、公証人役場で定款の認証を受けます。これも公証人

役場で定款の認証を受けてくださいということが、先ほどの法律に、１５５条１５６条に書いてございます。それか

ら、３００万以上の財産を銀行に拠出いたしまして、法務局で登記を申請いたしまして、数日後、登記事項証明書と

印鑑証明が取得可能という形で、一般財団法人の設立というのはできることになっております。 

それでは、続いてになりますけれど、資料Ｎｏ．４及び５の方に移りたいと思います。一般財団法人の塩尻市振興

公社を作りまして、それはいろんな事業ができるのですけれども、その中で、中心市街地のほうの整備推進機構とい

うものを、おさらいの意味でそこに資料をつけさせていただきました。中心市街地活性化協議会と中心市街地整備推

進機構という言い方で資料Ｎｏ．４ですが、一番最初に一番下の「Ⅱ中心市街地整備推進機構とは」というものを読

んでみます。 

 中活法第５１条により、市町村長が指定する公益法人等（財団法人、ＮＰＯ等）であり、次の業務を行うというこ

とで、中心市街地の整備改善を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行う。中心市街地の整備改善に資す

る建築物その他の施設を認定基本計画の内容に即して整備する事業を行う又は参加すること。それから、中心市街地

の整備改善を図るために有効に利用できる土地の取得、管理及び譲渡。公共空地等の設置及び管理。整備改善に関す

る調査研究。その他、必要な業務となっております。ということで、こういうことが中活法のほうに定められており

まして、これは、市長が今回の場合は一般財団法人の塩尻市振興公社を中心市街地整備推進機構として指定をすると

いう形になりますけれど、そのような形を取りますと、中活法上での位置づけもできるということで、その上のとこ
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ろに書いてございますが、中心市街地活性化協議会というものがございます。１２名の委員のみなさんで、規約を作

って前にもこの特別委員会に御報告させていただきましたが、その真ん中に活性化協議会の上に規約作成・公表の右

側のところに、中心市街地整備推進機構というのが入っております。こちら側は都市を整備系の団体。左側の商工会、

商工会議所、商業系第三セクター、こちら側が商業系の団体。さらに、その活性化協議会の下に参加と書いてござい

ますが、民間事業者、これには再開発組合等も入りますけれど、そういうものを含めて活性化協議会に参加をしてい

くということでございますので、今回整備推進機構ができましたら、この活性化協議会にも参加をして全体を推進し

ていくとふうになります。 

最後に資料Ｎｏ．５、もう１枚、最後の紙を見ていただきたいのですが、整備推進機構というものが全国的にはど

んなふうになっているかというのを、ここで説明いたします。１から２５まで、全国では今、２５の中心市街地整備

推進機構が設立されておりまして、１番から１５番までが財団法人でございます。みな、振興公社とかまちづくり公

社とか都市整備公社とかというような形で、地域全般の主になるような形の公社があったり、また今回作ったりいろ

いろしているのですけれども、そういうところを整備推進機構として指定をして、事業をやっていると、こういうも

のでございます。あと１６番から２３番まで、いわゆるＮＰＯでも整備推進機構は可能でございます。さらに、社団

法人でも可能でございます。ただ、今回、塩尻市の場合、財団法人を選んだというのは、１つはそれを実際に動かし

ていく人の面と言いますか、市街地再開発事業や区画整理事業を実際にやっていくわけですので、その事務事業とい

うのはどういうものになるかということを想定をしてみますと、今現在、市街地再開発事業の市民交流センター関連

につきましては、市の職員が行って事業の支援をしたり、事務局的なお手伝いもしているのですが、非常に専門的な

要素が多くなっております。具体的に言いますと、例えば測量に対する知識だとか、地質調査、土地の評価、建物の

評価、それから、建物を造るときの設計の関係がございます。それからあと、権利変換計画とか、区画整理で言えば

換地計画、それからあと国や県等に申請します補助事業関連の様々な書類がございます。そのようなものをやってい

かなければなりませんので、基本的に市の職員が派遣という形でその事務局をこの振興公社の方で仕事をしていくと

いう形が本市の場合は一番ふさわしいのではないか、というそういうようなこともございまして、今回、一般財団法

人で設立をしていきたいと。ＮＰＯがそれをできないということではないのでしょうけれど、当市の場合は、官製の

ＮＰＯとかそういうものを作らないということにしておりますので、やはり人の面で、今回は財団法人の形で設立を

していきたいというものでございます。以上、非常に長くなりましたけれども、御協議をお願いいたします。 

○委員長 それでは、今の説明について、質問御意見のある方はお願いいたします。 

○中原輝明委員 土地開発公社、市の公社と、今のこの財団でできる公社というのはどういう関係になるのですか。

関係はなしですか。 

○中心市街地活性化推進室長 土地開発公社は基本的に公拡法という法律に基づいて設立されているかと思います。

公有地の拡大に関する法律ということで、基本的には将来道路になるところの用地の先行取得だとか、施設用地とな

るところの先行取得だとか。それ以外の再開発事業のところの用地も買えることにはなっておりますけれど、基本的

に、非常にほぼ将来公共用地となるところを先行取得していくと。今回の振興公社は、将来民間の開発等に移行して

いくであろう土地の先行取得、そういうものもできるようになっております。その辺に、逆に言うと将来公共用地に

なるものだけではなくて、それ以外の民間の事業についても参画、最終的には参画できるような形になっております。

それから、具体的には再開発事業とか区画整理事業等の事務局を支援するという非常に大きな仕事があるわけですが、
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土地のことについて言えば、一応そのような分け方と言いますか、市の土地開発公社と今回の振興公社の違いはそう

いうふうにわけられるのではないかと思います。 

○中原輝明委員 今話を聞いていれば、大体似かよったようなものだから、片方なくなってもいいのではないですか。 

○経済事業部長 御承知のように、土地開発公社は今説明申し上げましたとおり、こういう公共用地の先行取得を主

な事業にしています。従って、土地開発公社そのものの設立の根拠の法律が公共用地を主に取得していけよ、という

目的をもって作っておりますので、必ずしも、私どもが今作り出す振興公社がその機能を担うということが、一般の

財団法人でふさわしいかどうかということがありますので、土地開発公社はやはり土地開発公社として本来の目的を

もって今現にあるわけですから、設立をしておいたほうが将来的にいいのかなと思っております。ただ、現実の事務

のやり方として、似かよったところがありますので、組織は別々でも一定の事務を司る人間は事務局として重複する

ところはあるようなこともありますので、その辺は考え方だと思います。そもそも振興公社の設立については、もち

ろん用地の先行取得、再開発事業とか土地区画整理の用地の取得ということもそうなのですが、ずっと以前から懸案

になっておりました公共施設をどういうふうに管理していくのか、市で直接的に管理する方法や、最近は公共施設の

民間への指定管理というような方法も取られておりますけれども、それを目的に沿ってきちんと管理していくために

は振興公社等も設立をしておいたほうが非常に取り組みやすいというようなことも議論されておりますので、それも

併せて今回設立をさせていただく、こういうことであります。 

○中原輝明委員 ただ、私が言いたいのは、似たかよったかのようなものを２つも３つも作らないで、１つにできる

ものは１つに集約をして、より効率をあげていくことが、最良だと思う。公社は、同じようなものが２つもなくても、

１つでできるとすれば、今の話の中で、これを考えてこれからいかなければだめだと思うのだけど。その辺のところ

を検討する道はあると思う。その辺はどういう考えでいくのか。 

○経済事業部長 今申し上げましたことは、土地開発公社の事務を開発公社で、ある一定部分だけやることは可能で

す。しかしながら、例えばそうした場合に、土地開発公社が本来、公用地拡大法の規定でもっております、例えば土

地開発公社に売り渡した場合にその売り渡した方が、１，５００万円の控除があるわけです、税金の控除が。そうい

うものが受けられなくなるという可能性がありますので、これはきちんと土地開発公社の機能は、一緒になってしま

うとそういうことがありますので、それは外して、別々の組織として考えた方がいいだろうということです。あくま

で、この１，５００万の控除が、先ほど市街地再開発事業等で中心市街地の認定を受ければ、１，５００万円の控除

があるというふうに申し上げましたが、それは中心市街地活性化法に基づいての控除でありますし、それから、例え

ば違うところで、市街地再開発事業が持ち上がれば、その市街地再開発事業は再開発法に基づく優遇措置があります。

いわゆる公共用地を一般の財団法人がどこでも、例えば道路用地になるものを買収したときに、そういう法律、根拠

法がなければ、優遇税制等は受けられないということになりますから、かえって公共に用地等を出していただく方に

ついては、そこで不利益が生じる可能性もありますので、今のところ私どもとしては、別々の組織の方がいいのでは

なかろうかというふうに考えております。 

○中原輝明委員 今、話を聞けば、優遇できるとか、できないとか、その辺、国や県に確認してあるかどうかは知ら

ないけれど、ここはいわゆる１，５００万円の控除になるならないというのは、私は素人の考えで、振興公社でもな

ると思う。私はだよ。その辺をよく研究して、必要でないものはつぶす、１つにして、法を拡大して、立派な運用を

してほしい。というのは、私の考え。ただ、今、説明を聞くと、みなさんの説明はそれについて、徹底してどうでも
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こうでなければいけないという、それはよくわかる。言わんとすることはわかるが、やはりそういう研究もして、や

るべきだと、私は思う。以上です。 

○今井英雄委員 今、指定管理者の関係がちらっと出たような気がしますが、資料１の中で、公共施設の管理運営業

務の中で、駐車場の受託とか公共施設の管理の受託ができるようにうたってありますが、この関係で、指定管理者制

度に応募する人と、この公社は指定管理者制度に応募できるとか、そのようなすみ分けとかなにかそういうものを。 

○経済事業部長 総括的な話なものですから、私の方から御答弁申し上げますけれど、例えば、レザンホールを運営

しています文化振興事業団は、旧法に基づくいわゆる財団法人であります。レザンホールは御承知のとおり指定管理

をしておりますので、いわゆる市の公共施設を財団を含めた民間の人たちに管理をしていただく、その法律がありま

すので。あれは入札と言いますか、それぞれ指定管理者を募集しまして、公募しまして、たしか民間の方も１社あっ

たような気がしますけれども。財団法人の文化振興事業団ともう１個あって、プロポーザルをした結果、財団法人の

方に指定管理をお任せしているということでございますので、当然、この財団も公共施設の管理をいわゆる指定管理

者として指定を受けるということになれば、そういう形で応募をして指定していくということになります。 

○柴田博委員 細かい話ですけれど、資料１のところで評議員のところで、評議員は理事会で選出し理事長がこれを

委嘱すると書いてあって、その下の理事会、理事のところは、理事及び監事は評議委員会において選任すると書いて

あって、これはこれでいいわけですか。 

○中心市街地活性化推進室長 資料２の一番後ろのほうの７、８ページのところに、附則のところに書いてございま

すけれども、設立時のときには、最初は両方ともないわけですので、その辺ができないということも含めてだと思い

ますけれども、最初のときは設立時評議員は次のとおりとする、それから、次８ページのほうへいきまして、設立時

役員は次のとおりとするというような形で、最初だけは決めさせていただいて、という形を、運用としてはとってい

くようになるかと思います。その辺の細部の運用までは最終検討をまだしていないのですけども、一応今そういうふ

うに考えておりまして、法律の関係はこれで間違いはございません。 

○柴田博委員 同じことなのですけれど、この定款のところでは、評議員の選任及び解任は評議委員会の決議により

行うと書いてありますけれど、それはどちらですか。 

○中心市街地活性化推進室長 大変申し訳ございません。定款のほうの１１条を委員さんは読まれたかと思うのです

が、評議員の選任及び解任は評議員会の決議により行うという、こちらが正しくて、資料Ｎｏ．１の３ページの１番

上の９番、（１）の２番ですか、これは間違いでございます。申し訳ございません。定款の方が正しい。 

○太田茂実委員 まちづくり会社との関連と、その辺が、私の頭の中でダブってしまっていけないのだけれど、その

辺のところはどうなのですか。 

○中心市街地活性化推進室長 先ほど、中心市街地活性化協議会のところでも少しお話しをしたのですけれど、まち

づくり会社の方は基本的に、非常に民間に近い仕事をやっていただく。具体的に言いますと、ぽつんとある空き店舗

で、そこを改修したりしていく。そういうものを主にやっていくというふうに考えております。今回の振興公社の部

分は先ほどいいました、それ以外の個別の店舗を、まちづくり会社が個別の店舗を何かやるといいますと、それは非

常に商業系の色彩が強いというのは、例えばそこにテナントを誰か連れてきたりとか、そういうのは非常にいわゆる

商業ベースのものなのですけれど、今回の振興公社の方はそういうことではなくて、再開発事業をやる事務局的なも

のをやったりする。場合によっては当然連携をして、土地をどうしても地主さんが売りたいと、いうふうに言って、
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まちづくり会社が土地も買って建物も改修するというと非常にコストが高くなってしまいますから、例えば、土地に

ついては振興公社が買って長い間所有していって、２０年３０年の間に地代をもらっていく。その上物はまちづくり

会社がリニューアルしていろいろなテナントを呼んでこよう、と。そのような連携というのは当然考えられますけれ

ども。一応、そんなふうにイメージ的にはとらえていただければ結構です。ただ、まちづくり会社の規約を読みます

と、いわゆる都市整備のこととかそういうことを実はできるようになっております。実際に飯田のまちづくり会社、

まちづくりカンパニーは、資本金２億円と非常に大きなまちづくりカンパニーで、それは地元の非常に有力なゼネコ

ンさんがついているという話もございますけれども、そういう形で都市整備のほうもやっているまちづくり会社もご

ざいますけれども、当市の場合はなかなか、それは飯田の例というのはなかなか非常に例が少ないといいますか、そ

ういうことというのはなかなかまちづくり会社というのは難しいかなという判断のなかで、先ほど私が説明したよう

な区分けをイメージ的にはもっていますので、よろしくお願いしたいと思います。 

○太田茂実委員 要は、市街地再開発事業にかかわる、例えば土地、あるいは建物等の不動産ですか、そういったも

のの、先行というか、そういったことの先行取得とにかかわる業務もできるということで解釈すれば良いわけですね。

そういうことになると、先ほど少し私が言ったとおり、まちづくり会社との競合になりはしないかなというような感

じも持ったわけだから、その点は了解したです。それから、駐車場の経営ですか、先ほどの事業の中に経営というか

そういったものも入っているということになると、今までの市の、例えば市営駐車場、そういったものの管理をここ

に委ねるという形になるのですか。 

○経済事業部長 ざっくばらんなことを申し上げますと、平成２４年までには、大門の市営駐車場は公営企業債の償

還が終わります。従って、大きな改修等の事業が将来的に、改修等の工事がそれまでに生じなければ、そこから生じ

る利益が出てまいります。それは今、市の事業としてやっておりますけれど、それを受託してもう少し効率的に、当

然えんぱーくの方もこの駐車場を利用するわけですから、効率的に経営をしていく手法の１つとして、例えばこの公

社が受託をしてその事業を展開すると。場合によったらその利益を使って、ほかのまちづくり事業をやるとか、ある

いは市のほうへそれを市の会計に入れていくというようなことが可能でございますので、その辺は市の今の状態のま

ま経営をしていくのか、あるいはこの公社が経営をした方がはるかに効率的なのかどうなのかということを慎重に見

極めて、いいほうへやっていくと、そういう選択肢がふえるのかなというふうに思います。 

○小野光明委員 資料Ｎｏ．５のなかで、全国的にはＮＰＯ法人で整備推進機構を設立しているところもあるという

ことですけれど、市の場合、このＮＰＯ法人を選択しなかったのですけれど、その理由は何かあるのですか。 

○中心市街地活性化推進室長 さきほど、少しお話をさせていただきましたが、今回の振興公社の中に市街地再開発

事業とか区画整理事業のような専門的な知識を擁する人が実際の実務に当たらないと、なかなか今回の公社はうまく

回っていかないな、というふうに申しました。そういう人というのは、今、市の職員の中にはそういう人が何人か当

然いるわけでございまして、そうすると市の職員が実務としてはそこに派遣されて、その公社の職員としてやるとい

う形をとるのが一番いいのではないかと思っているのですけれど。ＮＰＯの場合は、１つはそこの人材としてＮＰＯ

をつくってそこに市の職員がいけるかどうかといいますか、いわゆる官製のＮＰＯという言い方をしているかと思う

のですが、そのようなものというのは、なかなか当市の場合は市の職員がそこに行ってまでやるということについて、

なじまないといいますか、今現在はそういうことをやっておりませんし、やはり民間の方たちが集まってその分野で

非常に得意なものについて、そういう方たちが集まってＮＰＯを作っているのが実態でございますので、その方たち
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に非常に専門性が必要とされる再開発事業のような実務をやっていただくのは、非常に難しいのではないかと、そう

いうことで、財団法人という形がいいのかな、と考えております。 

○小野光明委員 専門性と職員の派遣ということで官製のＮＰＯという話もありましたけど、逆に言えば、将来性の

ある事業であるならば、職員の中で率先して、独立というような形になるのですけれども、そういうものを本人がや

りたいと思って、そういう形でやっていけば１つにはそういう方法もありだとは思うのですが、そこまでは考えなか

ったということですか。 

○経済事業部長 非常に個別具体になってしまい、私どもが今、設立をしようとする振興公社というのは近視眼的な、

例えば駅前の再開発事業ですとか、あるいは場合によったら広丘に駐輪場が今度できますけれど、その管理であると

か、非常に個別具体なことを想定しております。従って、そういうことが目的としてのかなり広範な公共施設の管理

まで含めたもののＮＰＯがここで誕生するかどうかといえば、これはなかなか難しい話で、将来的に、そういうもの

ができることが一番良い話ですけれども、今のところはそれの土台になるようなこういうものを作って人材の育成を

しながらそれがうまく利用されるように消化をしていけば非常に素晴らしいまちづくりの形態になるのかなというふ

うに思っていますので、そんなふうなことができればいいなということであります。 

○石井新吾委員 現在開発公社がもっている財産、土地なのですけれど、これは今度作るこちらの機構のほうに移す、

これは譲渡になると思うのですけれど、そういったことも考えられておられますか。おそらく税金がかかると思うの

ですけれど、そういったことは。 

○経済事業部長 例えば後でまた議論が、議論と言いますか、御報告申し上げますけれど、今回駅前の再開発事業、

用地を取得を、これはこの公社がなかったものですから、当然、土地開発公社で取得していただいた。将来的にその

土地開発公社が、再開発事業へ参加をしていって、最終的にその投資をしたものをいわゆる権利変換という形で受け

取って資金を回収するのか、あるいは途中でこの振興公社のほうへそれを譲り渡すということも考えられますし、場

合によったら公社が出てくるディベロッパーに直接土地を譲り渡すということも考えられますので、公社の土地の移

動というのは、そういう意味ではあります。しかしながら、今、公社が持っている保有地を何らかの目的があればい

いですけれど、何の目的もなくて、この公社のほうへただ単に財産の移動をするということは、今のところは想定し

ておりません。 

○牧野直樹委員 この振興公社の活動できる範囲というのは、中心市街地活性化の指定を受けたエリアだけだという、

そういう解釈でいいのですか。 

○経済事業部長 違います。塩尻市すべてです。従って、例えばどこかで土地区画整理事業なり、再開発事業なり、

あるいは公益的施設を建設するのにその用地が、土地開発公社とは違った意味で必要だということになれば、それは

この公社が活動できる。ただ、中心市街地では、土地を売っていただいたりした方については、この中心市街地活性

化法に基づいて、税制の優遇等のいくつかの優遇措置があります。例えば、広丘の駅前で駐輪場なり、駐車場を造ろ

うといったときにこの公社が取得をすると、それはいわゆる公共の駐車場ではなくて、公社の持ち物として料金を取

ってきちんと経営ができるような形でそれを経営するということになれば、それはそれの法律に基づいて優遇措置が

ある場合もありますし、またない場合もある。ということなものですから、できるだけ優遇措置が取れるような形で

この公社の運用ができるようなところまで、持って行きたいということであります。 

○牧野直樹委員 よくわかりました。あと、たまたま、これがうまくいって、どんどんどんどん、そういう開発等で
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お金を、収入を得ていくと、当然それが目的だと思いますけれど、そうなるとそれから初めてプロパーの職員を取っ

ていくということですか。それまでは市の職員で対応をしていくということですか。 

○経済事業部長 いくつか事業が想定されていますので、ごく単純に言えば、例えば今想定をしています駅の南の再

開発事業、南地区の再開発事業については、組合施行で進めるつもりでおります。組合施行で、地権者のみなさんの

組合ですから、そこから委託を受けて事務局をやると。当然、委託を受けますからその職員の、一定のフィーなりな

んなりは、給与なりなんなりはそういう委託費用の中から出る場合もありますし、それが少し足りなければ、当初の

ときは市から出向してそれに当たるということになりますから、この公社がどれだけ収益をあげられるかどうかとい

うのは、当面なかなかそれほど設立しておいそれとはいきませんので、最初は御指摘のとおり、市の職員を条例に基

づいて派遣をしていくというようなことで出発をするしかないのかな、ということであります。 

○牧野直樹委員 すみません。何回も。いいですか。予定では平成２１年５月に設立をしたいということで、そうす

るともう設立したら、できあがってきて、市の職員の派遣人数というのはどのくらいを考えていますか。 

○経済事業部長 まだ全然、そのへんは考えてありません。派遣方法についても全面的な派遣がいいのか、それとも

そうではなくていわゆる兼務みたいな形ができるのかどうか、そういう法律的な検討もこれからでございます。でき

るだけ必要最小限の職員の派遣ということに最初はなるかと思います。 

○副委員長 今の派遣、出向、兼任というようないくつかの方法が出てきております。派遣職員の場合には、派遣先

から給与等が出るので、身分的にも公務員のその間については身分を有しないことになるだろうというふうに私は思

うのですが、例えば、派遣でいけばその派遣期間中は公務員としての身分を許さなくなるけれど、出向の場合は身分

関係はどうなるのか。あるいは兼任の場合の市職員との身分関係はどうなるのか、この辺についてはどうなのですか。 

○経済事業部長 財団法人等への職員の派遣に関する法律というものがありまして、それを条例で定める。市が５

０％以上の出資、あるいは支援、寄附行為に基づいた出捐をしている公社公団等については職員を派遣することがで

きる、ということの規定になっております。それはその団体名を条例で定めるということになりますから、今回この

公社が設立されて職員を派遣をする場合には、条例の改正が必要で、この公社を条例の中にうたうと。それによって

初めて職員の派遣が可能になるということであります。法的にはですね。では、どういう形態があるかということで

ありますが、一般の場合は退職、いったん市の職員を退職いたしまして、そちらの公社、公団のほうへ就職というこ

とになります。今のレザンホールの職員がこういう形で市の職員をいったん退職して財団法人文化振興事業団のほう

へ就職をしたと。その期間が切れて、今度は戻ってくることになりますと、再雇用という契約をお互いに結びまして、

やっているのが今の現状でございます。しかしながら、 

〔「退職はなし」との声あり〕 

退職はなし。すみません、今の法律に基づいて引き続き、退職しないで、引き続き職員の身分は有しながら、向こ

う行っていると、こういうことです。しかしながら、土地開発公社のような場合には、うちではそういうことはあま

りありませんけれど、まま、兼務の事例というものが全国の中にできておりますので、果たして兼務ができるかどう

かというのはこれから少し検討をしなければいけないと、そういうことであります。その辺の細かいことは設立前に

少し詰めたいなということであります。 

○副委員長 例えば、当面派遣を、条例を改正して市の職員の身分を有したまま派遣をしていくと。そうしたときに、

先ほどあった必要に応じて公社として職員を雇用することができると。だから、公社としての職員と派遣職員と、同
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時に同じ仕事をするという場合が多分出てくる時期があるかと思うのですが、そうしたときに片方は市の職員の身分

を有している、片方は公務員としての身分を有していない人が仕事をやるときに、何か、こういう法令上等の問題と

いうのは考えられるのではないですか。 

○経済事業部長 現に文化振興事業団はそういうふうになっておりますので、私どもの職員が行きながら、あるいは

文化振興事業団独自でも職員を採用しております。その辺は、さしたる問題は。 

〔「協定を結んでやっている」の声あり〕 

○経済事業部長 そういう形でやらさせていただいております。 

○副委員長 少し心配したのは、レザンホールと違って、土地だとか、建物だとか、あるいは換地とかいろいろなも

のが出てくるので、少し形態が違うかなと思っていたのですが、その辺も協定という形でできるということですか。 

○経済事業部長 一般の財団法人と言いますか、振興公社に行った職員については、もっぱらその仕事に従事すると

いうことになっておりますが、指揮命令系統は当然その公社の理事長、公社といいますかその振興公社の理事長の指

揮命令系統に入る、ということでございます。協定というかですね。 

〔「職員の派遣協定は当然結んでいる」の声あり〕 

○経済事業部長 当然、市と公社とは職員の派遣協定を結んで、そういう形でやるということになります。そこは問

題はないのかなというふうに思っております。 

○太田茂実委員 資本金というか、財産がとりあえず出捐金として市から５００万円、その後の事業を継続していく

場合に、収入はどこでみるのですか。 

○中心市街地活性化推進室長 一例でいいますと、塩尻駅の南の再開発、後は旧きたやさんのある銀座通りというと

ころで住宅系の再開発をやろうということで基本計画にはなっているのですけれども、それを準備組合なり組合がで

きます。そこに事業費をもって、国の補助等が入って事業費を、例えば、あるうちは５，０００万円あったと。その

事業の中から事務委託を振興公社のほうが請けますので、例えばそのときにパーセントを１０パーセントと決めさせ

ていただいて、その５，０００万円のうちの１０パーセントを振興公社に事務委託費用として、委託料として、そう

いうものを公社の運営費といいますか、収入として公社を運営していくということになります。 

○太田茂実委員 過去というか、いろいろな例を見ても、結局、要は、親方日の丸ではないけれども、そういうふう

にならないような、本当に完全独立でやっていかないと、結局何か不足すれば市にお願いして借り入れなり長期借入

を結局、市が保証して借り入れるということになってしまうと思うのです。その辺を少し、金額が大きいだけに心配

をするわけです。例えば今のレザンホールの場合でもおそらく総額で委託料のような形で、あるいは事業委託、ある

いはまた何だということで市から恐らく２億円近くのものが出ているわけですね。そういったことが数出てくると、

やはり市の負担がかさむわけです。そういったことがどうなのかな、という心配を少ししているわけです。 

○経済事業部長 変な話ですけれども、何といいますか、私ども振興公社を設立するに当たって、その辺の覚悟のと

ころは示していかないと御理解を得られないのか、と思っておりますが、やはり公社は公社として最終的には独立採

算できちんとこの事業を完成するのが理想だと思います。ただ、それができない、と言いますか、できるようになる

まで、ぜひ市で支援をしていただきたいということもありますし、また、特に中心市街地の事業の中では、いろいろ

な、国からのいわゆる借入金の保証制度とか、国からの出資を受けられるということもございますので、これは優先

株と言いますか、いわゆる議決権を伴わない出資でありますから、そういうようなものを通じながらできるだけ独立
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をしていただけるような事業展開をしていく方向でやっていくのが望ましいのではないかな、と思っております。た

だ、今の状態で、例えばそれが再開発事業とか、区画整理もそうですが、市の職員が当の事務局、再開発組合の事務

局へ行って事務をする、あるいは土地区画整理事業の組合へ行って事務をするという形態は、あまり民間サイドから

の事業の展開からいえば好ましい姿ではないのではないかということが根本でありますので、この今やっている再開

発は、そういう意味では公共施設をつくるような再開発ですから、ある一定の許容範囲があろうかと思いますが、こ

れから展開されるようないわゆる民間事業を主体としたそういう事業については、やはり一定のこういうものをきち

んと計画をつくりながらやっていって、できるだけそれが独立をして再開発事業ができるようなものを目指していく

というのが、私は望ましいのかなというふうに思っておりますので。そのためには、いくつかの収益事業を市から受

託したり、あるいは市の職員がやればコストが高いものを、コストを抑えてやれるというようなことを考えていかな

ければいけないかな、と思います。 

○太田茂実委員 市民交流センターの場合でもえんぱーくという名称がつきましたが、結局その場合でも実際問題は

市の職員が事務すべてのことについてやはり携わったわけです。そういったものがやはり、非難とまではいかないけ

れど、いろいろな面で疑いをかけられるということになってきたわけなので、そういったことにおいて今回の振興公

社という独立した経営というか、進展ができるようなことになれば、派遣職員ということになれば、すっきりした形

になるのではないかと思うわけです。だから、この公社の事業が進展していくことによって、開発あるいは市内の再

開発が進むということになればいいことかな、と私なりにそう考えているわけです。ぜひひとつ軌道に乗るような、

そういうことを計画面でお願いしたいということです。 

○中原輝明委員 この評議員と理事の人選というのはどういう具合にやるのですか。それともう１点、県下でこのよ

うな動きをしているところがあるかないか。いくつもやっているところがあるなら公社でもいいと思うけれども、そ

の辺はどうなのか聞かせていただきたい。 

○経済事業部長 まず理事と評議員の選任ですが、やはり設立者が最初の段階では決定をするということになります

ので、その辺は私どもとしては市の理事者が議会等といろいろな協議をしながら、検討をさせていただくということ

になろうかと思います。最初の定款にうたい込むというようなことになろうかと思います。それから、県下でどうい

う動きかということですが、振興公社は各市が土地開発公社になる前にはたくさんございました。これは公共施設の

受託をしたり、あるいは場合によってはリゾートの開発をしたり、中には赤字を抱えて倒産をしたという、倒産と言

いますか解散をせざるを得なかったというようなこともありますし、例えばスキー場の経営をして相当の負債を抱え

たとか、過去にはそういうこともございます。ただ、まちづくり全体についてこういう振興公社でやっているという

事例は県内にはあまりございませんが、先ほど申し上げましたとおり、全国的には一般的にやられているところだと

思います。県内でどうしてないかと言いますと、県内でこの中心市街地の事業を積極的に進めるというのは長野市と

飯田市であります。長野市につきましては、この公社ではありませんが、いわゆるまちづくり会社みたいなものが商

工会議所を主体として設立されておりまして、それが公社と同じような働き、まったく同じではないですけれども、

働きをしておりますし、飯田市の場合は先ほど室長が申し上げましたとおり、大手の建設会社が出資をしましてそこ

が再開発事業を中心的に進めているというような形態をとっているところがあります。しかし、私どもは街全体を１

つの市街地再開発事業とか、１つの区画整理事業ではなくて、まち全体のことを、いわゆる公共的な面からもカバー

しなければいけないという使命もありますので、そういう形の方がより相応しいのかなと思います。 
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○中原輝明委員 なぜこの質問を、人選についてしたかと言うと、以前にも言ったことがあるのだけれど、土地開発

公社でやはりみな味方だけで、どうしても良い悪いという判断のときは、ぜんぜん市会議員が３人ばかりではどうに

もならない。最初の結論だ。それで、これは皆さんも計画はあると思うが、仲間を多勢、市役所の連中をあまり入れ

ないで、３者を入れて判断を仰ぐ。これが一番妥当な判断です。今までの公社の役員はすべてが、部長級の連中がず

らっといて、あとは私たちがここにいて、良い悪いのという多数決のときは、完全にいけない。部長の連中というの

はよくも悪くも理事者から言われれば、いうことをきかないといけない。そのときに、部長でもこれはいけないと言

える部長が欲しいわけです。いないではないですか。そのくらいしっかりしていかないと、これからのこの振興公社

というのは成り立っていきませんよ。一時は開発公社もなくしてもいいのではないかというのが改革のときにもあっ

た。私が言っているのは、あってもなくてもいいのではないかというのがそれだ、振興公社ができれば。これだけは

今の人選のことだけは、５人から７人いるところに一般というか外部でも議員でもとにかくいいが、４：３くらいに

してやらないと正しい判断はできませんよ。これだけはきちんと、しっかり伝えておいて、理事者に。以上です。 

○経済事業部長 理事会の中の意思決定でありますので、理事会の中で十分議論していただいて体制をつくるという

のは当然だと思いますが、議会との関係の中では、これはもう少し調べたり、議論をしていかなくてはならないわけ

でございますが、議会と公社の理事会の関係というのは非常に微妙でありまして、例えばこの公社の理事会で、もし

議員さんが議決を、理事会に理事として出てきたものについて議決をしたと。そうすると、その議決は議会人として

戻ったときにどういう判断が求められるのかということがあります。その辺は少し他のことも参考にしながら、議会

とこの公社の理事という職務の兼務が果たして適当かどうかということも含めて、これは私どもの職員の兼務も適当

かどうかということも含めて検討しなければいけないと、私は今思っておりますので。意向はよくわかりますので、

理事者にその旨を伝えながら検討させていただきたいと思います。 

○委員長 ほかはよろしいですか。 

少し私のほうから評議員と役員の選出について、決まるまで、決まった段階と出捐金５００万円の議会での予算審

議のタイミングの後先というのはどうなりますか。 

○経済事業部長 同時、予算審議の方が多分先にさせていただくようなことになるかと思います。それから予算の議

決をいただいて、当然定款の作成に入るわけでございます。それで、その前に予算審議のときにはある程度の、指名

までがあるかどうか、役員の対象のようなものを御協議しながら予算の議決をいただくようなことになるのかな、と

思っています。ただ、個人名がそこで出てくるかどうかは。少なくとも定款を今日お示ししてありますが、もう少し

精査させていただいた後、場合によっては当面の事業計画のようなものを提出させていただいて、予算の審議をして

いただく。こんなところになろうかと思います。 

○委員長 ほかにございますか。なければ、この件につきましては議決する案件ではございませんので、委員会とし

ての判断はしませんが、いずれにしろ３月の当初予算で出捐金５００万円の予算計上がされますので、それの判断が

議会の判断ということになろうかと思います。特にこの件について、それまでに特別委員会を開催するつもりはござ

いませんが、今日の議論を、また全協等でも報告があろうかと思いますが、その中での議論を参考にしていただいて、

３月議会で判断をしていきたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。１０分間休憩をいたします。 

午後２時４５分 休憩 

――――――――――― 
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午後２時５１分 再開 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

塩尻駅周辺整備について（報告） 

○委員長 休憩を解いて再開をいたします。では、（２）番と（３）番、２つ同時に行いたいと思いますので説明を

お願いします。 

○中心市街地活性化推進室長 それではいちばん元のメインの資料に戻っていただきまして、趣旨のところからお願

いいたします。（２）塩尻駅南地区市街地再開発事業予定計画区域内にある土地・建物が、長野地方裁判所によって期

間入札（競売）に付され、塩尻市土地開発公社が落札したので報告するものです。（３）塩尻警察署から塩尻駅前派出

所を移転改築したいので用地を賃貸してほしい旨の要請があり、調整の結果、塩尻駅前公園の一角に用地を確保し県

に賃貸したいので協議するものです、ということでございます。それでは、その資料のいちばん下の大きな２番の中

村ビル関連不動産の競売についてでございます。平成２０年１２月２２日の特別委員会にも報告させていただきまし

た経過をもう１回おさらいいたします。平成２０年、昨年の１２月２２日ですが、塩尻駅南地区の市街地再開事業に

ついて関係権利者の基本的合意をいただきました。権利者７名、面積約３，５６０平方メートルでございます。裏面

にいっていただきたいと思います。昨年の１２月１８日に中村ビル関連不動産、期間入札の公告がされました。２番、

物件概要ですが、資料６ということで地図を付けてございます。１枚のペラで地図を付けてございます。その駅の南

側の斜め斜線で引っ張ってあるところ、黒い線で囲ってあるところが再開発の予定区域で、斜めの線を引っ張ってあ

るのが競売公告区域で、右側の中村ビルさんの一角、左下のこあしおじり月極駐車場というところ、これはちょっと

地権者が違う方でございますが、それ以外のここの所が一括全部競売に付されました。メインの資料に戻っていただ

きますが、物件概要で土地が一番右側の４４０．４坪、所有者はＡ、Ｂということでございます。建物、２行目の真

ん中辺に４，０７１平方メートル、店舗、事務所、駐車場、所有者Ｃということでございます。３番、公告の内容で

すが、１月８日から１５日まで入札期間。開札が１月２０日、売却決定期日が２７日ということでございました。そ

れ以外、基準価格、買受可能価格はそこに書いてあるとおりでございます。４番、落札結果でございますが、塩尻市

土地開発公社が１億５，０００万円で落札をいたしました。応札をしたのは市の土地開発公社１者のみでございます。

それで、今後の予定につきまして後で説明をいたしますけれども、このような形で入札に参加した経緯でございます

けれども、今回の競売に付された場所は皆さん御存知のとおり国から認定を受けました中心市街地活性化の基本計画

の中で再開発事業が計画されている所でございます。それから先ほども申しましたが、周辺、こあしおじりも含めま

して関係者の全員が合意をいたしまして、再開発の住民組織等も設立されて実現への期待と可能性が高い地域でござ

います。それから複数の民間業者が関心を寄せておりまして、民間主体の再開発事業の実現性が高いこと、それから

塩尻駅に近接している市の顔にふさわしい開発が求められると共に、中心市街地のほかの事業の実施にも多大な影響

を与えるということを考慮いたしまして、塩尻市から市の土地開発公社に対しまして取得の依頼をいたしました。そ

れに基づきまして、市の土地開発公社のほうで競売の入札に参加をしたということで、その結果が１者で１億５，０

００万円という形で落札をしたものでございます。なお、この金額等につきましては、当然土地開発公社で検討をし

たわけなのですけれども、将来的に再開発事業があるということの中で、国の補助金等が事業全体に見込めます。そ

れによって事業が成り立つかどうか、その辺のところも検証をしながら、さらに裁判所から評価書が出ております。

それを当然調査させていただきました。それをもとに再検討をして、値段については決めさせていただきまして、札
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を入れたという経過でございます。 

別紙の資料Ｎｏ．７ということで御覧いただきたいと思います。塩尻駅南地区市街地再開発事業の今後の進め方と

概略スケジュールとございます。少しおさらいがありますが、左側の上のところ、平成２０年１０月に権利者の基本

的合意、準備組合の設立、本年の１月、ここでございますが、競売落札によりまして、権利者が５名になりました。

それから今、複数の開発業者と協議中でございます。主な施設の内容といたしましては、宿泊施設や駅前のサービス

施設と言いますと、飲食店や観光物産店やコンビニ等がございます。それから集合住宅、それから駐車場等が施設の

中身的なものとしては挙がってきております。その次、都市計画決定手続きも開始をしております。それから、その

下の矢印、平成２１年度４月から９月までの上半期でございますが、特定業務代行者公募決定とございます。これは

初めて出てきた言葉でございますが、右側米印の特定業務代行とは、というところで、今回民間の再開発事業でござ

いまして導入の趣旨ですが、民間事業者の能力を活用して事業の円滑な推進を図るため、施行者である組合からの委

託に基づき民間事業者が業務を代行する方式でございまして、役割・業務というところで、今回は先ほど言いました

ように宿泊施設であったり住宅であったり、商業施設であったりするのですが、その保留床、結構高い建物になると

思うのですが、その保留床の処分義務、処分義務ということは、その業務代行を受けたディベロパーなりゼネコンさ

んなりが最後にきちんと処分をするという義務を負ってもらうと。そういうことが１つございます。そこの特定業務

代行者の方に、施設建築物等の設計、それから施設建築物の建設、監理もしていただいて、当初の資金協力もお願い

するということでございます。それを選定する方法といたしましては、事業提案協議方式というものが一般的でござ

いまして、計画案に対して事業の採算性、工事の施工、管理運営等の事業計画の提出を求め、これらの中から最も優

れた提案を選択する方式でございまして、事業提案、工事費、保留床の価格などの総合評価を行って決めていくとい

うものでございます。このような形を来年度の上半期にとりまして、特定業務代行者を決定していきたい。それから

来年度の下半期では、都市計画決定の手続きが終了しまして、事業採択になりまして、測量、土地・建物調査・評価

を行っていく。さらに基本設計を行っていく。それから平成２２年度でございますが、事業計画の認可、組合設立、

これはいわゆる本組合に移行してまいります。権利変換計画の認可も受けていきたい。この時点で土地開発公社が地

区外転出をいたしまして、土地等に係る補償金を受け取るということでございます。これは取得費にプラスいたしま

して、いわゆる事務費や金利等も含めてでございますけれども、そのような形の評価をして補償金を受け取る。で、

平成２３、２４年度に建設工事という形での概略のスケジュールを立てております。それが大きな２番の内容でござ

います。 

続きまして、もう一度元の資料に戻っていただきまして、裏面の下から３分の１くらいのところ、大きな３番で塩

尻駅前派出所の移転改築についてでございます。経過ですが昨年の７月に、塩尻警察署から駅前派出所の移転改築を

したいので、駅周辺整備の全体構想との整合を図りたいとの相談がございました。その後、庁内調整と地権者との交

渉を随時行ってまいりました。警察のほうから今後移転改築をしたいという理由なのですが、耐震診断をしたところ、

もう駄目でしたよ、アウトだったと。で、ぜひ改修をしたいのだけれども用地をＪＲから借りているそうでございま

す。建物も非常に狭くて不都合だと。それからパトカーがあそこに入るのに人のところを横断するとか、いろいろあ

りまして非常に危ない。それから、パトカーを置く場所を確保できないということで、もともと非常に困っていたと

いうことだそうでございます。耐震診断を機に予算要求を今して査定を受けている最中だということだそうでござい

ますが、そういうことで塩尻駅周辺のいろいろな開発の話が新聞等でも報じられておりましたので、その辺とぜひ整
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合を図って、できたら一角に用地を確保していただきたいと、そのような相談がございます。要するに、結論で言い

ますと、資料Ｎｏ．６の図面を見ていただきたいのですが、駅広の上のところに大きく大門八番町とたまたま書いて

ございます、その三角形と言いますか、台形のような土地なのですが地権者が２人おります。この太線で囲んである

ところを、基本計画の中で塩尻駅前公園という形で全体を位置づけしてございます。３，０００数百平方メートルご

ざいます。結論的にはその一番東南の角のところに派出所の移転先をしたらどうか、ということで決定をして警察の

ほうにお話をしてございます。というのは、この公園の中には、森の駅構想という全体の構想もありますし、あと観

光交流センターというような構想もございまして、それも配置していきたいということなのですけれども、この場所

に選定した理由の一番はパトカー等一般の車両の出入りもございますが、その出入りもできるところというのは、こ

の場所しかないわけでございまして、奥の方に入ってしまいますと、どうしてもそういうことが非常に危険であった

りするということで、この場所を選定させていただきました。内容のところで敷地面積が書いてございます。約２６

５平方メートル、土地の所有形態は、土地は地権者から市が取得をいたしました。市が取得をして県、塩尻警察署に

賃貸をする。土地の貸付をする。建物は県で建てるということ。で、建物概要は２階建てで延べ床面積１３５平方メ

ートルくらいを現在では予定しているそうでございます。なお、現在のＪＲの土地を借りている現派出所の面積は２

階建てで８７平方メートルだそうでございます。今後の予定ということですけれども、平成２１年度の上半期に市で

用地取得を行います。その後、土地の賃貸契約を県といたしまして、県では建物の設計を進めていくと。下半期に県

のほうで建設をしていくというものでございます。なお、駅前公園全体につきましては、来年度、これからの予算の

話になるのですけれども、今の予定といたしましては地権者２人のうち東側の方の派出所が移転するところも含めま

した土地の買収を平成２１年度は考えていきたい。それから、平成２２年度に、駅よりの今市民花壇になっておりま

す。少しぎざぎざになっている形のところなのですが、そこの用地取得について平成２２年度については検討し、同

時に公園整備も行っていきたいなと、そんな全体的な予定は、今、立てております。以上でございますが、よろしく

御協議をお願いしたします。 

○太田茂実委員 市と県で土地の賃貸契約をするということですか。使用貸借ということではないのですか。 

○中心市街地活性化推進室長 今現在は、使用貸借ではなくて有料でという形で考えております。 

○中原輝明委員 つかぬことを聞くけれども、１億５，０００万円と決めたというが、相手がなかったと言いました

ね。そういう予感はしなかったわけですか。 

○経済事業部長 まったくいたしませんでした。競争になると思っておりましたが。 

○中原輝明委員 全然、まったくなかったのですか。それで、御苦労だったということは確かだが、これも市が取得

しなければいけない場所ですから。それでも予感して１億２，０００万円くらいで落ちはしないかと思ったのだが。

そんなわけにはいかなかったのですね。これは、後は、取得したはいいけれども、あとはどうなるのですか、あそこ

は。時に、決まるまでは。 

○中心市街地活性化推進室長 市の土地開発公社が取得した部分については、今現在は、上の立体駐車場のところを

一般には開放しておりませんで、ついこの間までなのですけれど。昨年までなのですけれど、関連の塩尻タクシーさ

んの駐車場として使っていたということなのですけれども、それについても別途に行き先を確保して、あそこは出て

いくという形を今、考えていますので、一般の人が入れないような形で、危なくないような形で管理をしていくとい

う形しか今のところ方法はないと思っています。民間の再開発事業でうまく、単独で、例えばやっているというとこ
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ろがあれば、いわゆる再開発事業のルールにのらなくてもすぐ開発ということは、可能性はゼロではないのですけれ

ども、さきほど言いましたスケジュールというのはどうしても再開発事業でやりますのは、何年かかかってしまいま

す。その間は安全な形で管理をしていくというふうなことを考えております。うまくだれかに貸せるとかそういうこ

とが可能であれば、一応収益を得るということも検討できないことではないと思いますけれども、今まであった権利

とか契約とかは一切きれいになりますので、もう一度その間の２年なりは、そういうものについては可能性があれば、

そういうことは公社のほうとして考えていく。そういうことになります。 

○中原輝明委員 はい、了解。 

○柴田博委員 再開発の話ですが、予定の区域では道路を挟んで両側になっているわけですけれど、その道路は市道

ですね。再開発する場合には多分道路も含めた形になるかと思うのですが、その辺については今は地権者が、権利者

が５人ということなのですけれど、その中には市は入っていないと思うのですが、その辺はどうですか。 

○中心市街地活性化推進室長 すみません。５人の中には市が入っております。というのは、こあしおじりさんの土

地が市の土地でございまして、１，７００平方メートルほど全部市の土地でございまして、ほとんどですね。一部民

間の方がいるですが、ほとんど市の土地でございます。それを有料でこあしおじりさん協同組合に貸しているという

ことで、こあしおじり側のほうで地権者が３人、図面の右側のほうで地権者が公社ともう１人、角の白い所で２人と

いうことで５人というふうになっております。市道は、こあしおじりと中村ビルさん以外に、実は中村ビルさんのす

ぐ北側に駐車場と書いてあります。その横に建物がかいてあるのですが、今はダーツバーというのですか、前はビデ

オ屋のタッチというのが入っていたのですが今はダーツバーになっています。その方がこの道路を通らないと行けま

せん。ということがありまして、駅側のほうからこの方は入ることができないものですから、今現在ではこの道路は

残して再開発事業をやっていきたいと思っております。ただ、いろいろなプランの中では、例えば今言いました北側

の方も一緒に再開発事業をやってもいいですよ、とそういうことも言ったりしている部分もあるものですから、そう

やって本当にもう道路がいらないということになれば、それは道路を廃止して、全体を開発していくこともあり得ま

す、可能性としては。 

○今井英雄委員 １点だけ教えてくれませんか。交番ができる土地の裏のところに、知春さんから駅に抜ける昔は道

があったが、今はこれは、現在市道かなんかで残っていますか。 

○中心市街地活性化推進室長 知春さんのところの前を通りまして斜めに、その図面にもありますけれども、これは

いわゆる赤道といいますか、認定外道路ということで現在も公図上は残っております。市道ではございません。市道

ではないのですが、財産は認定外道路ですから市に帰属しております。その部分は買収はいたしませんが、それ以外

のところは民地を買収して公園にしていくと。そういうことでございます。 

○小野光明委員 資料７の今後の進め方のスケジュールでいくと、景気がだいぶ厳しい中で特定業務代行とかを上半

期に向けてしていくと、下半期に都市計画決定までいくのでしょうか。この計画どおりにいくかどうかは難しいので

はないかと思うのですが、どうですか。 

○中心市街地活性化推進室長 今、不動産業界にとって一番最悪の時期といいますか、都会のほうはそういう状況で

す。うちのほうは再開発協会を通して数社に日本の大手を含めましてを話をしております。一部反応の悪いところも

ございますし、反応の良いところもございます。これをもう少し広げまして、とにかく立地としては駅前であるとい

うこと、それから今回１月２日付ですけれども用途地域が商業地域に変わりました。そういう場所でありますので、
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塩尻の中では一番いい立地だと思っておりますので、世の中の全体の動向としては非常に厳しい時ではありますけれ

ども、それでも、開発したいというところは必ずあるわけでございますので、今現在としてはこのスケジュールを基

本に、何とかチャレンジというとおかしいですが、やっていきたいと。その様子を見て当然スケジュール的な変更を

することは中途であるのかもしれないのですけれども、一応こんな計画で。 

○小野光明委員 このいわゆる特定業務代行者が決まらないと、先は進まないという考え方でいいですか。 

○中心市街地活性化推進室長 このスケジュールにつきまして、この方式でいきますとそういうことになるかと思い

ます。ただ、一般的に特定業務代行をどの時期でやるかというのはいろいろなケースがあります。もう少し、逆に少

し後ろにずらしてやるということも手法としては可能ですので、その辺は再開発協会のほうで少し調整して、時期的

なものは変更になる可能性もあります。ただ、このときに代行者を決めなくて、都市計画決定の手続き等が終わって、

例えば振興公社ができまして、振興公社が事務を担って、その中でいわゆる測量だとか土地・建物調査だとかそうい

うことはできますので、それは振興公社の職員が指導してコンサルに委託してそういう作業を少しやるということも

想定はしております。どこかの段階でこの特定業務代行というものは最終的にはやっていきたいなと思っております

ので、少しスケジュールに前後とかはあるのかもしれません。 

○小野光明委員 うしろに行けば行くほど土地開発公社で落札した土地、建物等をいろいろ上物の整備なり何なり、

更地にするわけですけれども、その分の経費は当然のっかるので、遅くなれば遅くなるほどコストがかかってくるの

ではないですか。 

○中心市街地活性化推進室長 当然金利等の部分もふえてくると思いますけれども、一応公社のほうの事務費という

のは、金額によって決まっているそうでございます。その辺は変更ないと思いますが、金利等はそういうことです。

ただ、全体の事業は、いまいくつか提案のある中では相当高層な建物を提案してきておりまして、全体事業費に金額

を言うことはあれなのですが、例えば２０億円とかを超えたような事業になってまいりますので、そこでの１億５，

０００万円についての金利というものが、事業全体に大きく響いてしまうとかそういうことではないと思います。 

○小野光明委員 最後に。そうすると、これは先ほどの振興公社の関係でいうと、ずっとこの土地については土地開

発公社が持ったまま、ということでしょうか。途中で権利変換したりとかすることはなく、土地開発公社が持ったま

まということですか。 

○経済事業部長 今のスケジュールでいうとそういう格好になっていますけれども、場合によっては取得をし直すと

いうこともあるかもしれません。というのは、今、国の景気の対策などで、一般財団法人と言いますのは、土地開発

公社ではなくて、今、土地開発公社が何をやっているかというと、市の債務保証を受けて一般金融機関から借り入れ

をしてこの土地を買っています。もし、新しい今、国が考えています支援方式などが出て、場合によっては今回設立

をする財団に対して先ほど言ったような国のいわゆる出捐だとか、あるいは債務保証を受けられるような可能性があ

れば、そちらに売り渡したほうが有利なものですから、そういうことも考えられるということであります。 

○五味東條委員 ここでこういった用地を買うというのは、今言った場合に、今いろいろの噂があるということなの

ですが、具体的に今の出ているところでは、たとえばホテルを造りたいとか何とか、そういったことは具体的にあり

ますか、今の出ている範囲で。 

○経済事業部長 複数の業者から提案がございますけれども、基本的には高層住宅とホテルであります。 

○委員長 ほかにございますか。 
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それでは、ないようですので、この２点につきましては報告を受けたということで処理をいたします。以上で協議を

終了いたします。その他、何かございますか。 

 なければ、理事者からごあいさつがあれば。 

―――――――――――――――――――――――――――――――― 

理事者あいさつ 

○経済事業部長 慎重に御審議いただきまして、ありがとうございました。来年の事案を、新年度の予算に関わる事

案の、報告事項を除きましてしてございますので、また改めまして予算審議に必要な御説明を申し上げて御理解をい

ただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。 

○委員長 以上で市街地活性化特別委員会を終了いたします。御苦労様でした。 

午後３時１８分 閉会 

 

 

 

平成２１年１月３０日（金）       

 委員会条例第２９条の規定に基づき、次のとおり署名する。       

 

 

市街地活性化特別委員会委員長   中村 努 印 

 


